
令和７年度 第２回静岡市民生委員推薦会 

 
日 時：令和７年９月２日（火）18：00～19：30 

会 場：静岡市役所静岡庁舎新館９階 特別会議室 

 

次   第 

 

１ 開会 

 

２ 福祉総務課長あいさつ 

 

３ 委員紹介（自己紹介） 

 

４ 議  事 

  （１） 令和７年度 民生委員・児童委員一斉改選について【資料１】 

（２） 令和７年度 民生委員・児童委員候補者審査   【資料２】 

（３） 欠員地区の公開について            【資料３】 

 

５ 事務連絡 

 

６ 閉会 



 

静岡市民生委員推薦会委員名簿 
（任期：令和６年５月１日～令和９年４月 30 日） 

（敬称略） 令和７年９月２日現在 
選出分野 
（静岡市民生委員推薦

会の委員の定数等に関

する規則第２条第２項

各号） 

推薦団体 氏 名 摘   要 

 
市議会議員 
（第２項第１号） 

 
市議会 

山梨
やまなし

 渉
わたる

 
 

静岡市議会厚生委員会委員長 

木下
きのした

 俊也
しゅんや

 
 

静岡市議会厚生委員会副委員長 

民生委員 
（第２項第２号） 

静岡市民生委

員児童委員協

議会 

市川
いちかわ

 茂
しげる

 
 

静岡市民生委員児童委員協議会副会長 

黒澤
くろさわ

 幸夫
ゆ き お

 静岡市民生委員児童委員協議会副会長 

社会福祉 
事業関係者 
（第２項第３号） 

静岡県社会福

祉法人経営者

協議会 

太
おお

田嶋
た じ ま

 信之
のぶゆき

 
 

社会福祉法人あゆみ福祉会 

寺田
て ら だ

 千尋
ち ひ ろ

 
 

社会福祉法人明光会 
 

社会福祉 
関係団体 
（第２項第４号） 

静岡市老人 
クラブ連合会 

鈴木
す ず き

 栄
さかえ

 
 

静岡市老人クラブ連合会会長 
 

静岡市社会福

祉協議会 
小林
こばやし

 靖
やす

明
あき

 
 

清水区地区社会福祉協議会連絡会会長 

教育関係者 
（第２項第５号） 

 

静岡市校長会 島田
し ま だ

 明彦
あきひこ

 
 

静岡市立長田西小学校校長 

久保田
く ぼ た

 良子
よ し こ

 静岡市立清水興津小学校校長 

学識経験者 
（第２項第７号） 

 

─ 

 

江原
え ば ら

 勝
かつ

幸
ゆき

 
 

静岡県立大学短期大学部社会福祉学科 
准教授 
 

静岡市自治会 
連合会 

隅倉
すみくら

 正員
まさかず

 静岡市自治会連合会副会長 

関係行政 
機関職員 
（第２項第６号） 

 
─ 

本野
ほ ん の

 雄
ゆう

一郎
いちろう

 
 

葵区副区長兼葵福祉事務所長 
 

藤原
ふじわら

 融作
ゆうさく

 清水区副区長兼清水福祉事務所長 
 

 幹事  近江 一禎 （福祉総務課長） 
     近田 邦晃（福祉総務課地域福祉係長） 
 書記  濱 卓也  （福祉総務課主査） 

佐々木 萌香（福祉総務課主事） 



 

令和７年度 民生委員・児童委員一斉改選について 
 
１ 一斉改選とは 

民生委員・児童委員（以下、民生委員）の任期は３年と定められており、現行の民生委員の任期は、
令和４年 12 月１日から令和７年 11 月 30 日です。そのため、令和７年 12 月１日、全国一斉に民生委員
の改選が実施され、次期民生委員の活動が開始されます。 
 
２ 静岡市の定数、推薦手続き等の経緯について 

 

時 期 項 目 備 考 
令和６年８〜10 月 一斉改選に伴う地域の定数、担当区域の変更等に

関する希望調査 
地区民児協会長 
連合自治会長 

11 月 
担当区域等調査結果の報告、推薦要領確認 市民児協三役会 

１〜２月 静岡市民生委員推薦会（書面開催） 
（推薦要領確認、今後のスケジュール） 

 
 

令和７年２〜３月 
次期民生委員候補者推薦依頼 

連合自治会長 
単位自治会・町内会長 

６月末 
次期民生委員推薦書等の提出 

連合自治会長 
自治会・町内会長 
地区民児協会長 

 
３ 今後のスケジュールについて 

 

時 期 項 目 備 考 
９〜10 月 

静岡市民生委員の定数に関する条例の一部改正 令和７年９月議会 

９月 11 日 第１回 静岡市健康福祉審議会 
民生委員審査専門分科会 

 

９月下旬 
一斉改選候補者名簿提出 東海北陸厚生局 

令和７年 10 月下旬 第３回 静岡市民生委員推薦会 
第２回 静岡市健康福祉審議会 

民生委員審査専門分科会 

未推薦地区の推薦書提出
状況に応じて、開催を検
討いたします。 

（随時） 
一斉改選候補者名簿提出（随時）  

令和７年 12 月１日 
令和７年度 民生委員・児童委員一斉改選    

資料１ 



 

４ 静岡市民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例（案）について 

 
（１）条例改正（案）について 

令和７年 12 月１日民生委員・児童委員一斉改選に伴い、条例改正により委員の定数を変更する。 
 
（２）静岡市民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例 

改正前 改正後 
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項
の規定に基づき、民生委員の定数は、1,204人と
する。 

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項
の規定に基づき、民生委員の定数は、1,212人と
する。 

 
（３）委員定数の考え方 

① 民生委員・児童委員配置基準 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※平成 25 年７月８日付雇児発 0708 第９号、社援発 0708 第７号より 
 

② １人当たりの担当世帯数について 

一斉改選 
定数（人）（予定） 世帯数（軒）※各年 4/1 時点 (参考)定数配備基準から 

換算した委員数（人）  地区担当 主任  担当世帯数 
令和７年 1,212 1,089 123 327,835 約 301.0 745〜1,490 
令和４年 1,204 1,082 122 321,840 約 297.4 732〜1,463 
令和元年 1,196 1,074 122 315,971 約 294.2 719〜1,437 

 
  



民生委員欠員地区の公開について 

 

１ 趣旨  

令和７年度第１回静岡市民生委員推薦会の審議結果を踏まえ、欠員地区の「公開の

方向性」を検討する。 

 

２ 事務局案 

（１）方針   欠員地区の情報を公開する。 

（２）方法   市ウェブサイト及び各地区内回覧板等の両方により公開する。 

  ア 市ウェブサイト 

地区民児協単位で「大まかな状況」を市全域に向け公開する。 

イ 各地域内回覧板等 

担当区域単位の「詳細」を、回覧板等で地域を限定して公開する。 

なお、各地域内における公開の内容及び方法等は、対象地区の地区民児協、

自治会連合会及び地区社協等と事前調整のうえ実施する。また、公開は段階的

試行とし、いくつかの地区を選定して開始、実施結果を評価のうえ拡大の是非

を判断する。 

（３）基本的な考え 

必要最小限の情報の公開により候補者確保・制度理解を促進するとともに、悪用

の防止に配慮した設計とする。 

資料３ 
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ウェブサイト公開イメージ
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